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【お詫びと訂正】（2025 年 7 月 11 日） 

『司法試験・予備試験短答式過去問題集 民法 2025』に以下の誤りがありました。お詫び

して訂正いたします。 

 

■90 頁 H19-4-オ 

（誤）132、大判大 4.1.26、大判大 9.5.28 2⃣※2 

（正）132 

 

■91 頁 2⃣ 

（誤）※1 既成条件の場合でも、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを

知らない間は、128 条、129 条の規定が準用される（131Ⅲ）。 

※2 判例は、現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした事案にお

いて、婚姻の予約は原則として有効であるが（大判大 4.1.26）、本件の婚姻の予約は不法な

条件を付したものとして、132 条より法律行為を無効としている（大判大 9.5.28）。H19-4-

オ 

（正）※ 既成条件の場合でも、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知

らない間は、128 条、129 条の規定が準用される（131Ⅲ）。 

 

■92 頁 3⃣❷ｂ 

（誤）最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する（143Ⅱただし書)。例

えば､「1 月 31 日から 1 か月間」と定めたときは、2 月に 30 日がないため、2 月末日の終

了が満了点となる R3-4-オ 

（正）最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する（143Ⅱただし書)。例

えば､「1 月 30 日から 1 か月間」と定めたときは、2 月に 30 日がないため、2 月末日の終

了が満了点となる R3-4-オ 

 

■180 頁 予 H27-5-2 問題 

（誤）ＡとＢが共有する甲土地について、AB 間の合意によりＡが単独で使用する旨を定め

た場合、Ａは、甲土地を単独で使用することができるが、その使用による利益についてＢに

対し不当利得返還債務を負う。 予 H27-5-2 



（正）ＡとＢが各 2 分の 1 の割合で共有する甲土地について、AB 間の合意によりＡが単独

で使用する旨を定めた場合、Ａは、甲土地を単独で使用することができるが、その使用の対

価につき別段の合意があるときを除き、Ｂに対し、自己の持分を超える使用の対価を償還す

る義務を負う。 予 H27-5-2 解題 

 

■180 頁 予 H27-5-2 解答 

（誤）× 

（正）○ 

 

■180 頁 予 H27-5-2 解説 

（誤）249Ⅱ、最判平 10.2.26 5⃣＊1 

（正）249Ⅱ 

 

■181 頁 5⃣＊1 

（誤）＊1 共有物を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している場合、

他の共有者に対し不当利得返還債務を負う（249Ⅱ、最判平 12.4.７）。 H19-27-オ ただし、

共有者間の合意により共有者の 1 人が単独で使用する旨を定めた場合には、不当利得返還

債務を負わない（249Ⅱ、最判平 10.2.26）。 予 H27-5-2 

（正）＊1 共有物を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している場合、

他の共有者に対し不当利得返還債務を負う（249Ⅱ、最判平 12.4.7）。 H19-27-オ 

 

以上 

 


